
　市では、良好な景観形成や地域の魅力あるまちづくりに寄与している建築物などを「岡山市景観まちづくり賞」として
毎年表彰しています。
　今年度は応募作品22点の中から、岡山市景観審議会の現地視察と選考会を経て市に答申された、建築物部門６作品を決
定しました。表彰作品の名称・所在地などは、次のとおりです。

 ■ 問   建築指導課　☎086-803-1444

2019年度「岡山市景観まちづくり賞」
表彰作品を決定

 ■ 問   東部幹線道路建設課　☎086-944-5053

　県道岡山赤穂線道路改良事業で行っているＪＲ在来線お
よび新幹線の地下道整備に伴い、東区宍甘の鬼作踏切（東
岡山駅の東側）を廃止します。
　踏切廃止後は周辺道路が混雑することが予想されますの
で、地域に御用の無い人は、別ルートを通っていただくよ
う、ご協力をお願いします。

※その他、複数の関連工事のため同エリアでは他の交通規
制を行っている場合もあります。ご理解ご協力をお願いし
ます。

廃止日時　2月23日㈷23時ごろ

改正前の住宅ローン控除
（ローン残高（最大4,000万円）の１％を控除（最大40万円）)

最大
40万円

居住開始年月

控除限度額

控除期間

所得税の課税総所得金額等の７％
（最高13.65万円）

10年

（改正内容）
令和元年10月～令和２年12月

同左

13年

平成26年４月～令和３年12月

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

最大
40万円

問屋町テラス
（北区問屋町）

市立鹿田小学校
（北区大供表町）

岡山済生会予防医学健診センター
・駐車場棟（北区伊福町一丁目）

グループホーム楽し愛
（北区吉宗）

ＵＪＯ　ＲＩＣＯ　ｄｅ　ＶＩＮ
（北区東古松）

ハレクロスタワー
（北区中山下一丁目）

住宅ローン控除の拡充のイメージ（一般住宅の場合）

市県民税における住宅ローン控除

県道岡山赤穂線道路改良事業

東区宍甘の踏切を廃止します

●ふるさと納税制度の見直し
　令和元年６月１日以降に行われた「ふるさと寄附金」については、総務大臣の指定を受けた都道府県・市区
町村に対するものに限り、「ふるさと納税」として特例控除の対象となります。
　対象となる都道府県・市区町村については、総務省ＨＰ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
※この指定を受けていない都道府県・市区町村に対するものには、特例控除は適用されません。

●住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の拡充
　消費税率10％が適用される住宅取得等について、令和元年10月１日から令和２年12月31日までに居住の用に供した場合、
現行の10年間から13年間へ３年間延長されます。

　延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額（下図参照）の
範囲内において、市県民税額から控除することになります。

　　　　控除期間を３年延長
※消費税率２％引上げの負担に着目し、
建物購入価格の２％（２／３％×３年間）
の範囲で減税

（注）認定住宅の場合、入居１～10年目は各年、ローン残高（最大5,000万円）の１％を控除（最大50万円）。

（注）平成26年４月～令和３年12月までの欄の金額は、住宅に係る消費税等の税率が８％または10％である場合の金額。

令和２年度市県民税の主な
改正・変更事項のお知らせ

「働き方改革関連法」施行に備え
労働環境を整えましょう！

　詳細は、岡山労働局ＨＰをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

 ■ 問   各区市税事務所
　北区☎086-803-1176、1177　中区☎086-901-1609
　東区☎086-944-5011　　  　　南区☎086-902-3511

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13
（年目）

●時間外労働の上限規制
　時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間となり
ます。臨時的・特別な事情がある場合でも、年720時間、
単月100時間未満（休日労働含む）、２～６カ月平均80時
間（休日労働含む）を限度に設定しなければなりません。
▶施行　大企業　＝施行済み
　　　　中小企業＝４月１日～

●不合理な待遇差の禁止
　同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労
働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに
不合理な待遇差が禁止されます。
▶施行　大企業　＝４月１日～
　　　　中小企業＝令和３年４月１日～

●年５日の年次有給休暇の確実な取得
　法定の付与日数が年10日以上の労働者に、毎年５日、
年休を確実に取得させなければなりません。
▶施行　大企業、中小企業ともに施行済み

 ■ 問   岡山労働基準監督署　☎086-225-0591  ■ 問   岡山労働局雇用環境・均等室　☎086-225-2017
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